
広島県土地利用基本計画の変更について

令和4年12月

広　　　　島　　　　県



別紙様式
変更内容説明書
１　五地域区分の変更概要
　(１)総括表

面積(ha) 割合(％) 拡大面積(ha) 縮小面積(ha) 差引面積(ha) 面積(ha) 割合(％)
(①) （①／県土面積) （②) (③) （④：②－③) (⑤：①＋④) （⑥:⑤／県土面積)

五地域計　　　
(ｆ：ａ+ｂ+ｃ+ｄ+ｅ)

注１：県土面積は、令和4年4月1日現在の国土地理院公表の県土面積である。
注２：五地域区分の面積は、土地利用基本計画上で計測したものである。

五地域区分
現行計画の面積 変更する面積 変更後の計画面積

都市地域(ａ) 274,800 32.4 0 274,800 32.4

農業地域(ｂ) 603,480 71.2 41 -41 603,439 71.2

634,005 74.8

0 37,973 4.5

森林地域(ｃ) 634,042 74.8 37 -37

自然公園地域（ｄ) 37,973 4.5

自然保全地域(ｅ) 2,359 0.3 2,359 0.3

1,552,654 183.1 0 78 -78 1,552,576 183.1

0

1,980 0.2

県土面積 847,922 100.0 0 847,922 100.0

白地地域 1,980 0.2 0



変更地域名 関係
(図面番号) 市町村名拡大面積 縮小面積

(ha) (ha)
名称 面積 名称 面積 地目 面積

0 78

関係機関協議了

関係機関協議了
（中国地方整備局事前協議了令和４年８月30
日）

1
三原農業地域

（8-8）
三原市
（本郷町）

31
28
3

民林 28

4
東広島森林地域

（8-5）

東広島市
（道の駅地

区）
6

都農
都

5
1

都 282 28
三原森林地域

（8-8）
三原市
（本郷町）

合　　計

変更を必要とする理由
(地域設定に伴う土地利用
に関する基本的事項)

5
工業施設の建設が計画されており，計画的
な市街地整備が確実となった等の理由によ
り，市街化区域に編入する。

変更部分の地
目状況

変更する部分の重複面積(ha)

他地域との
重複

細区分の
指定状況

6

3 6
開発行為が概成し，計画的な市街地整備が
確実となった等の理由により，市街化区域に
編入する。

6
東広島市
（道の駅地

区）

関連する個別規制法の措置（予定)

世羅町
（下津田）

世羅森林地域
（8-4）

4
森林
原野等

4

3 その他 3
林地開発により，他用途に転用され，現況が
森林でなくなったため，森林地を縮小する。
（太陽光発電施設）

東広島農業地域
（8-5）

その他
5
1

調整民林
調整

5
1

都森
都

地域森林計画の変更（令和5年度予定）

都市計画法区域区分の変更（市街化調
整区域から市街化区域への変更）
農業振興地域の変更
（令和４年12月予定）

広島県と三原市の共同事業として産業団地
の造成工事が竣工し，現況が森林でなくなっ
たため。

地域森林計画の変更（令和5年度予定）

調整

(２)　変更地域別概要
整
理
番
号

(ha)

変更する面積

個別規制法の調整状況白地地
域の増
減

東広島農業地域
（8-5）

東広島市
（田口一ツ
橋地区）

31その他
都森
都

広島県と三原市の共同事業として産業団地
の造成工事が竣工し，分譲される区域であ
り，農業振興の保全を図る必要がなくなった
ため。

都市計画法用途地域，地区計画の変更
（令和４年11月）
農業振興地域の変更（令和４年12月）

都市計画法区域区分の変更（市街化調
整区域から市街化区域への変更）
農業振興地域の変更
（令和４年12月予定）

関係機関協議了
(中国地方整備局事前協議了令和４年８月30
日）

林地開発（変更）許可:令和３年12月９日
林地開発完了：令和４年２月３日

連絡調整：令和３年11月24日
開発完了：令和３年12月13日

28その他

その他 6
林地開発により，他用途に転用され，現況が
森林でなくなったため，森林地を縮小する。
（公共公益施設）

地域森林計画の変更（令和5年度予定）
連絡調整：平成30年10月
開発完了：令和2年12月13日

6

3農

2
2

調整民林
調整

2
2

都森
都



２　計画図（変更区域・変更位置図）

　　　　　　　　　　１．三原農業地域の縮小（三原市本郷町）

　　　　　　　　　　２．三原森林地域の縮小（三原市本郷町）

　　　　　　　　　　３．東広島農業地域の縮小（東広島市道の駅地区）

　　　　　　　　　　４．東広島森林地域の縮小（東広島市道の駅地区）

　　　　　　　　　　５．東広島農業地域の縮小（東広島市田口一ツ橋地区）

　　　　　　　　　　６．世羅森林地域の縮小（世羅町下津田）

　



２　計画図（変更区域・変更位置図)



変更区域図 １

図の中心位置： 縮尺34.430, 132.990 （北緯,東経） 1:50000

１ 三原農業地域（縮）（８－８）



変更区域図 ２

図の中心位置： 縮尺34.430, 132.990 （北緯,東経） 1:50000

２ 三原森林地域（縮小）（８－８）



変更区域図 ３

図の中心位置： 縮尺

３ 東広島農業地域（縮）（８－５）

34.440, 132.710 （北緯,東経） 1:50000



変更区域図 ４

図の中心位置： 縮尺34.440, 132.710 （北緯,東経） 1:50000

４ 東広島森林地域（縮）（８－５）



変更区域図 ５

図の中心位置： 縮尺34.390, 132.710 （北緯,東経） 1:50000

５ 東広島農業地域（縮）（８－５）



変更区域図 ６

図の中心位置： 縮尺34.670, 132.930 （北緯,東経） 1:50000

６ 世羅森林地域（縮）（８－４）


